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大
切
な
自
転
車
を
盗
難
被
害
か
ら
守
る

た
め
に

社
会
福
祉

安

全

自
転
車
に
は
防
犯
登
録
と
ツ
ー
ロ
ッ
ク
を

例
年
、
雪
解
け
を
迎
え
る
と
、
自
転
車

を
利
用
す
る
機
会
が
増
え
る
と
と
も
に
、

自
転
車
の
盗
難
被
害
が
増
加
し
ま
す
。

◉
自
転
車
に
は
、
備
付
け
錠
の
ほ
か
、
丈

夫
な
Ｕ
字
型
錠
な
ど
で
ツ
ー
ロ
ッ
ク
を

し
て
大
切
な
自
転
車
を
盗
難
被
害
か
ら

守
り
ま
し
ょ
う
。

・ 

わ
ず
か
な
時
間
の
駐
輪
で
も
ツ
ー
ロ
ッ

ク
。

・ 

自
宅
や
駐
輪
場
で
も
油
断
せ
ず
に
ツ
ー

ロ
ッ
ク

◉
万
が
一
、
被
害
に
遭
っ
た
と
き
の
た
め

に
・ 

自
転
車
の
防
犯
登
録
を
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

防
犯
登
録
を
す
る
と
、
防
犯
登
録
番
号

や
車
体
番
号
か
ら
持
ち
主
が
分
か
る
た

め
、
万
が
一
、
盗
難
被
害
に
遭
っ
た
場

合
で
も
、
被
害
回
復
の
可
能
性
が
高
く

な
り
ま
す
。

・ 

防
犯
登
録
の
手
続
は
、
自
転
車
の
販
売

店
で
行
っ
て
い
ま
す
。

◉
自
転
車
盗
難
防
止
の
基
本

・ 

防
犯
登
録
は
忘
れ
ず
に
。

問
興
部
警
察
署

☎
８
２
‐
２
１
１
０

心
身
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母
（
ど
ち

ら
か
所
得
の
高
い
人
が
受
給
者
と
な
り
ま

す
）、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
父
母
・
養
育
者
お
よ
び
児

童
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場

合
、 

児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、 

福
祉
施
設

（
入
所
施
設
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は

手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
等
級
１
級

身
体
障
害
者
手
帳
１

級
・
２
級
程
度
の
身
体
障
害
、
療
育
手
帳

の
判
定
が
Ａ
程
度
の
知
的
障
害
、
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
程
度
の

精
神
障
害 

障
害
等
級
２
級

身
体
障
害
者
手
帳
３
級

程
度
の
身
体
障
害
ま
た
は
日
常
生
活
に
著

し
い
制
限
を
受
け
る
程
度
の
知
的
障
害
も

し
く
は
精
神
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※
い
ず
れ
も
、
診
断
書
等
を
基
に
北
海
道

に
て
判
定
を
行
い
ま
す
。

必
要
書
類
等

印
鑑
、
戸
籍
謄
本
（
請

求
者
と
児
童
分
）、
住
民
票
の
写
し
（
請

求
者
と
対
象
児
童
が
含
ま
れ
る
世
帯
全

員
分
）、
認
定
請
求
書
、
診
断
書
（
専
用

様
式
で
請
求
日
か
ら
１
カ
月
以
内
に
作
成

さ
れ
た
も
の
。
な
お
、
療
育
手
帳
Ａ
判
定

の
人
は
、
診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
あ

り
）、
振
込
先
口
座
申
出
書
（
金
融
機
関

の
証
明
印
が
必
要
）、
受
給
資
格
に
関
す

る
同
意
書
、生
計
維
持
に
関
す
る
調
書（
別

居
監
護
申
立
書
）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
も

し
く
は
通
知
カ
ー
ド
（
請
求
者
お
よ
び
対

象
児
童
分
）

※
書
類
は
発
行
か
ら
１
ヶ
月
以
内
の
も
の

に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
個
々
の
状
況
に

応
じ
て
書
類
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

手
当
額

１
級

５
万
１
７
０
０
円

２
級

３
万
４
４
３
０
円

※
手
当
は
認
定
を
受
け
る
と
、
認
定
請
求

を
し
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
、
４

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
受
給
額
改
定
の

                                 

お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
の
額
は
、
政
令
に
よ
り

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
４
月
以
降
は
次

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

◉
全
部
支
給
（
月
額
）

改
正
前

４
万
２
２
９
０
円

改
正
後

４
万
２
５
０
０
円

◉
一
部
支
給
（
月
額
）

改
正
前

４
万
２
２
８
０
～
９
９
8
０
円

改
正
後

４
万
２
４
９
０
～
１
万
３
０
円

※
児
童
扶
養
手
当
証
書
は
、
支
給
額
に
変

更
が
生
じ
ま
す
が
、
現
在
の
証
書
を
そ

の
ま
ま
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な

証
書
の
交
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

町
で
は
、
交
通
費
助
成
券
を
交
付
し
、

町
内
で
ハ
イ
ヤ
ー
を
利
用
し
た
際
の
基
本

料
金
分
を
助
成
し
ま
す
。

◉
居
宅
老
人
交
通
費
助
成

対
象
者
・
交
付
枚
数

自
動
車
を
持
っ
て

い
な
い
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
該
当
者

①
満
75
歳
以
上

24
枚

②
満
70
歳
以
上
の
単
身
世
帯

24
枚

③
満
70
歳
以
上
の
夫
婦
世
帯

18
枚

④
満
70
歳
以
上
で
自
動
車
運
転
免
許
証
を

自
主
返
納
し
た
人

対
象
者
の
世
帯
状

況
に
よ
り
、
24
枚
ま
た
は
18
枚

※
年
度
途
中
に
対
象
と
な
っ
た
人
は
、
決

定
月
か
ら
月
割
計
算
と
な
り
ま
す
。

必
要
書
類
等

印
鑑
、
生
年
月
日
が
確
認

で
き
る
書
類
（
保
険
証
な
ど
）、
各
種
手
帳

◉
重
度
身
体
障
害
者
ハ
イ
ヤ
ー
料
金
助
成

対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
の

下
肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
、
視
覚
障

害
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
人

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定	

交
付
枚
数

43
枚

必
要
書
類
等
印
鑑
、
生
年
月
日
が
確
認

で
き
る
書
類
（
保
険
証
な
ど
）、
各
種
手
帳

申
請
場
所

庁
舎
別
館
窓
口

※
町
税
等
を
滞
納
し
、
納
付
に
つ
い
て
著

し
く
誠
実
性
を
欠
く
場
合
は
、
交
付
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

交
通
費
助
成
券
（
ハ
イ
ヤ
ー
券
）
を

                              

交
付
し
ま
す

高
齢
者
等
入
浴
優
待
券
を
交
付
し
ま
す

対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
満
70
歳
以
上

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級	

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定	

④
精
神
障
害
者
手
帳
１
級	

交
付
枚
数

12
枚

※	

年
度
途
中
に
①
～
④
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、
該
当
月
の
翌
月
か
ら

月
割
計
算
と
な
り
ま
す
。

必
要
書
類
等
印
鑑
、
生
年
月
日
が
確
認

で
き
る
書
類
（
保
険
証
な
ど
）、
各
種
手
帳

申
請
場
所

庁
舎
別
館
窓
口

※	

町
税
な
ど
を
滞
納
し
、
納
付
に
つ
い
て

著
し
く
誠
実
性
を
欠
く
場
合
は
、
交
付

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

巡
回
児
童
相
談
実
施
の
お
知
ら
せ

「
巡
回
児
童
相
談
」
は
、
北
見
児
童
相

談
所
か
ら
専
門
の
相
談
員
と
判
定
員
が
雄

武
町
へ
来
町
し
、
18
歳
未
満
の
子
ど
も
を

対
象
と
し
て
、
言
葉
の
遅
れ
や
行
動
が
気

に
な
る
、
他
の
子
に
比
べ
て
幼
い
感
じ
が

す
る
な
ど
の
悩
み
を
お
伺
い
し
な
が
ら
、

様
々
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

◉
主
な
サ
ポ
ー
ト
内
容

子
ど
も
に
関
す
る
各
種
相
談

・ 

養
護
（
虐
待
や
保
護
者
の
失
踪
、
死
亡

な
ど
に
よ
る
養
育
困
難
）

・ 

保
健
（
未
熟
児
、
虚
弱
児
、
内
部
機
能

障
害
、
そ
の
他
疾
患
な
ど
）

・ 

障
害
（
肢
体
、
視
覚
聴
覚
、
言
語
発
達
、

重
症
心
身
、
知
的
、
自
閉
症
等
）

・ 

非
行
（
虚
言
、
浪
費
、
家
出
、
浮
浪
、

乱
暴
な
ど
）

・ 

育
成
（
性
格
行
動
、
不
登
校
、
進
学
、

学
業
、
育
児
、
し
つ
け
）

発
達
検
査

療
育
手
帳
の
申
請
に
係
る
判
定

※
申
し
込
み
の
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

別
日
程
に
て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◉
開
催
日

８
月
28
日
㈫

８
月
29
日
㈬

※
１
日
の
実
施
人
数
が
１
～
２
名
程
度
で

す
の
で
、
希
望
者
が
多
い
場
合
は
日
程

を
調
整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◉
開
催
場
所

役
場
庁
舎
別
館

◉
申
込
期
限
７
月
24
日
㈫
ま
で

※
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
年
間
の

実
施
回
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
前
記
期

限
を
過
ぎ
た
場
合
、
別
日
程
に
て
対
応

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◉
申
込
方
法

聞
き
取
り
に
よ
る
家
庭
調
査
票
の
作
成

や
、
就
学
校
へ
の
生
活
状
況
の
確
認
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
役
場
保
健
福
祉
課

社
会
福
祉
係
ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

近
年
、「
モ
デ
ル
に
な
ら
な
い
か
」
な

ど
と
声
を
か
け
ら
れ
た
女
性
が
、
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
（
Ａ
Ｖ
）
に
出
演
す
る
と
い
う

認
識
が
な
い
ま
ま
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
等
と

契
約
し
、そ
の
後
、断
ろ
う
と
し
て
も
「
高

額
な
違
約
金
」、「
親
に
ば
ら
す
」、「
契
約

だ
か
ら
」
等
と
脅
さ
れ
、
本
人
の
意
に
反

し
て
出
演
を
強
要
さ
れ
る
な
ど
の
性
的
な

被
害
に
遭
っ
た
り
す
る
問
題
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

  

タ
レ
ン
ト
、
モ
デ
ル
の
契
約
は
、
そ
の

場
で
の
契
約
は
避
け
、
活
動
内
容
、
費
用

を
確
認
し
、
家
族
に
相
談
す
る
な
ど
し
て

冷
静
に
判
断
し
て
下
さ
い
。

ま
た
、「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
女
子
高

生
な
ど
に
よ
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
会
話
や

ゲ
ー
ム
を
楽
し
ま
せ
る
な
ど
の
接
客
サ
ー

ビ
ス
を
売
り
物
に
す
る
営
業
で
、
児
童
買

春
な
ど
の
被
害
に
遭
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

安
易
に
働
く
こ
と
は
危
険
で
す
。

「
簡
単
で
高
収
入
な
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
誘

い
文
句
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

特
に
４
月
は
、
生
活
環
境
が
大
き
く
変

わ
る
時
期
で
、
こ
う
し
た
被
害
に
遭
う
リ

ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
問
題
で
困
っ
て
い
る
場
合
は
、

警
察
署
や
駐
在
所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
ア
ル
バ
イ
ト
大
丈
夫
？
知
っ
て
ま

す
か
？
Ａ
Ｖ
出
演
強
要
問
題

春
の
火
災
予
防
運
動

消

防

火
の
用
心

こ
と
ば
を
形
に

習
慣
に

目
的

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や

す
い
気
候
と
な
る
時
季
を
迎
え
る
に
当
た

り
、
火
災
予
防
思
想
の
一
層
の
普
及
を
図

り
、
も
っ
て
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高

齢
者
等
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
を
減

少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を
防

ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

期
間

４
月
20
日
㈮
～
４
月
30
日
㈪

重
点
目
標

・ 

住
宅
防
火
対
策
の
推
進

・ 

乾
燥
時
及
び
強
風
時
の
火
災
発
生
防
止

対
策
の
推
進

・ 

放
火
火
災
防
止
対
策
の
推
進

・ 

特
定
防
火
対
象
物
に
お
け
る
防
火
安
全

対
策
の
徹
底

・ 

製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け
た
取
組
の

推
進

・ 

多
数
の
者
が
集
合
す
る
催
し
に
対
す
る

火
災
予
防
指
導
等
の
徹
底

実
施
期
間
中
の
行
事
に
つ
い
て

火
災
予
防
運
動
期
間
中
に
、
一
般
家
庭

査
察
及
び
特
定
防
火
対
象
物
査
察
、
幼
年

消
防
ク
ラ
ブ
員
を
対
象
と
し
た
防
火
映
画

放
映
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

問
紋
別
地
区
消
防
組
合
消
防
署
雄
武
支
署

問
興
部
警
察
署

☎
８
２
‐
２
１
１
０

月
、
８
月
、
12
月
の
年
３
回
、
支
払
月

の
前
月
ま
で
の
分
が
、
受
給
者
が
指
定

し
た
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係


